
郵便局において提供されるサービス

○ 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯

蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な

方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。（郵

政民営化法第７条の２、日本郵政株式会社法第５条第１項、日本郵便株式会社法第５条）

○ 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、（郵便、簡易な貯蓄、送金、簡易に利用できる生命保険

等の役務が）将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワ

ークを維持するものとする。（郵政民営化法第７条の２第１項）

○ 「郵便局」とは、日本郵便株式会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業

務を行うものをいう。（日本郵便株式会社法第２条第４項）

・ゆうパック（小包）の引受け
・財形、他行送金、国債の販売、投資信託の販売
・学資保険の保険募集
・住民票の写しの交付 等

保険窓口業務

１ 普通終身保険及び特別終身保険
の保険募集

２ 普通養老保険及び特別養老保険
の保険募集

３ １及び２に係る満期保険金及び生
存保険金の支払請求の受理

郵便局において提供されるユニバーサルサービス以外の業務

郵便局において提供されるユニバーサルサービス

銀行窓口業務

１ 通常貯金の受入れ

２ 定額貯金及び定期貯金の受入れ

３ 為替、払込み及び振替

郵便窓口業務

１ 郵便物の引受け

２ 郵便物の交付

３ 郵便切手等の販売
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